
尾間木配水場応急給水施設（住民開設型）開設方法

１．出入口扉を解錠する。

（解除番号）

出入口扉には南京錠（ナンバー式）

を使用している。

２．すべてのじゃ口を開き、約１０分間水を流して排水する。（停滞水の排水）

３．水質検査を実施し、残留塩素があることを確認したのちに給水を開始する。

収納箱から試験紙を取り出す。

試験紙を１枚取出し、流水に数秒間当てる。

試験紙の色が変化（白→紫）が確認できたら給水を

開始する。

階段入口スロープ入口

※

連絡先 さいたま市水道局 水道総務課

０４８−７１４−３１８２

※現地に設置してある「応急給水活動時

作業手順」の「１ 発電機の起動操作」

は不要です。

※ ※ ※


